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おしらせ

農業委員会からのお知らせ

農地の貸借契約に関する法的な手続きについて

問　農業委員会　電話　0889-22-7710

令和７年４月から農地の貸借契約に関する法的な手続きが変更となり、
農地法第３条による手続きか、農地中間管理事業による利用権設定の手続
きの２種類となりました。
令和７年３月以前に設定した利用権設定については、期間満了となるま

で有効ですが、終期後に継続して農地の貸借を行う場合は、次のどちらか
の方法で手続きを行ってください。

農地法第３条での
貸借契約

農地中間管理事業での
利用権設定

処理期間 １～２ヶ月 ３～４ヶ月

貸借の解約 解約予定日の６ヶ月前までに、農業委員会への通知が必要

契約の更新 自動更新 更新手続きが必要

農地の返還 解約手続が必要 期間満了で自動返還

本年度の佐川町内での集団健診は終了しましたが、まだ、特定健診を受診されていない方で、高
知県内の医療機関で個別に特定健診を受けられる予定のある方は、自己負担額が無料になります。
また、人間ドックを受診の場合は、自己負担額が安くなる実施機関があります。佐川町内では、

高北病院・西森医院・清和病院の３つの医療機関で受診できます。本年度まだ受診券を利用されて
いない方には、12月上旬までに、ご自宅に受診券を郵送しますので、ご自身で健診の予約をして
頂き、受診券を持参して健診を受けて下さい。
年に 1度は健康チェックを受け、生活習慣病等を早期発見し、病気の重症化を予防しましょう。

問　住民課　保険年金係　電話　0889-22-7706

「高知うろこの会」では、高知県自殺対策強化事業費補助金を活用し、多重債務、ギャンブル、
万引き窃盗症などの依存症による自殺防止に向けた取り組みを実施しております。
その一環として、下記日程にて、弁護士、司法書士等の専門家による相談会を開催いたします。
相談内容は、他にも相続問題、保証債務など、広く受け付けております。
相談は無料で、秘密は厳守されます。事前申込は不要です。
お一人で悩まず、ぜひご相談ください。
○開催日時
　12月 13日・14日
　両日とも 10時から 15時迄

○場所　佐川町総合文化センター
○当日相談電話番号
　0120-565-275
問　「高知うろこの会」　電話　088-822-2539

命をつなぐ無料出張相談会

特定健診・後期高齢者健診を受けましたか

おしらせ

交通安全協会佐川支部・佐川警察署　電話  ０８８９-２２-０１１０
※交通安全協会は皆様の会費で運営されています。ご協力よろしくお願いします。

電話  0889-22-0560

会員の特典サービスが受けられます！
今月の「加盟店」ピックアップ紹介

～車検基本料金から
　　　　1，000円引き～
佐川町加茂3240-2　　

　電話0889-22-7003

KOKUZOU オート

お店で免許証と会員証を呈示してください♪

年末・年始は

実施期間
令和７年12月５日(金)～12月14日(日)
令和８年 １月８日(木)～ １月17日(土)

県民一人一人が、交通ルール
を守り正しい交通マナーの実践
を習慣づけましょう！

年末年始の交通安全運動

年末年始は、更新窓口が大変混み合います。更新期間は、誕生日の前後１ヶ月（２ヶ月間）です。
免許センターは、特に混雑が予想されるので、更新手続きは佐川署に是非お越しください。

年内の佐川警察署での受付は、12 月 26 日（金）まで年明けは１月５日（月）から通常業務です。

変更前　８：３０～ 変更後　９：００～
☆警察署の各種受付業務が対象になります。

※令和７年 12 月１日（月）より、警察署の受付開始時間が変わりますご注意ください！

年末年始の更新手続きについて

スリ注意！戸締り用心！ 飲酒運転は


